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旧こども家庭支援センター等跡地活用事業 基本協定書（案） 

 

足立区（以下、「甲」という。）と【単独企業の場合：●●（以下、「乙」という。）】／

【全ての構成員が借地人となるグループの場合：●●（以下、「代表事業者」という。）、●

●（以下、「構成員１」という。）及び●●（以下、「構成員２」といい、代表事業者を含む

左記●社を総称して「乙」という。）】／【借地人とならない構成員がいるグループの場合：

●●（以下、「代表事業者」という。）、●●（以下、「構成員１」という。）及び●●（以

下、「構成員２」といい、代表事業者を含む左記●社を総称して「乙」という。また、乙の構

成員のうち第２条の借地権者となる代表事業者、構成員１及び構成員●の●社を総称して「乙

借地人」という。）】は、甲所有地である旧こども家庭支援センター等跡地（以下「本件土地」

という。）において、乙の提案により活用する施設（以下「民間施設棟」という。）の誘致、

公共施設（保健センター、区民事務所、休日応急診療所、子育てサロン、学童保育室）の集約

及び憩いの場・多目的ホールの機能の設置に係る「旧こども家庭支援センター等跡地活用事業」

（以下「本事業」という。）を推進することについて、次のとおり基本協定（以下「本協定」

という。）を締結する。   

（用語の定義）  

第１条 本協定において使用する用語の定義は、別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲

げるとおりとし、本協定に定めがない場合は、募集要領において定められた用語の定義によ

る。 

（１） 「募集要領」とは、本事業の実施に関して甲が作成し、令和７年●月●日に公表又は配

布した募集要領をいう。 

（２） 「募集要領等」とは、募集要領並びに募集要領に添付された図面集、公共施設棟等に係

る要求水準書、事業者選定基準、基本協定書（案）、基本契約書（案）、公共施設棟等整

備及び売買契約書（案）、【一般定期借地権設定契約書（案）／事業用定期借地権設定契

約書（案）】、賃貸借契約書（案）、様式集その他添付資料、及びこれらについて募集要

領の公表又は配布と同時又は事後に行われた甲による補足説明書の総称をいう。 

（３） 「事業契約」とは、基本契約、公共施設棟等整備及び売買契約、【一般定期借地権設定

契約／事業用定期借地権契約】、及び賃貸借契約を総称して又は個別にいう。 

（４） 「事業提案書等」とは、乙が募集要領等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関

する応募申込書、価格提案書、事業提案書、及び当該事業提案書を詳細に説明する目的で

乙が作成して甲に提出した説明書又は補足文書の一切を総称していう。 

（５） 「本件土地」とは、本条第６号に規定する公共用地、同第７号に規定する別棟用地、及

び同第８号に規定する民間用地から構成される、本事業の対象となる土地全体をいう。 

（６） 「公共用地」とは、乙【乙の構成員の全部又は一部】により、公共施設棟等整備及び売

買契約により整備される公共施設棟の用地をいう。 

（７） 【別棟を提案する場合】「別棟用地」とは、乙【乙の構成員の全部又は一部】により、

公共施設棟等整備及び売買契約により整備される別棟の用地をいう。 

（８） 「民間用地」とは、乙【乙の構成員の全部又は一部】が甲より本条第１５号に規定する

定期借地権設定契約に基づき借り受ける民間施設棟の用地をいう。 

（９） 「本件建物等」とは、本条第１２号に規定する公共施設棟等、同第１３号に規定する民

間施設棟、及び同第１４号に規定する緑地広場を総称して又は個別にいう。 



2 

（１０） 「公共施設棟」とは、公共施設棟等整備及び売買契約に基づき、乙【乙の構成

員の全部又は一部】が整備し区が買い取る、保健センター、区民事務所、休日応急診療所、

子育てサロン及び学童保育室を配置した施設、並びにこれに付属する設備、機器及び造作

等の一切をいう。 

（１１） 【別棟を提案する場合】「別棟」とは、憩いの場及び多目的ホールを配置した施設、

並びにこれに付属する設備、機器及び造作等の一切をいう。 

（１２） 【別棟を提案する場合】「公共施設棟等」とは、本条第１０号に規定する公共施設棟

と、同第１１号に規定する別棟を総称していう。 

（１３） 「民間施設棟」とは、定期借地権設定契約に基づき、乙【乙の構成員の全部又は一部】

が甲から賃借する民間用地上に整備する民間施設【合築を提案する場合：及び憩いの場・

多目的ホール】、並びにこれに付属する設備、機器及び造作等の一切をいう。 

（１４） 「緑地広場」とは、定期借地権設定契約に基づき、乙【乙の構成員の全部または一部】

が甲から賃借する民間用地上に整備する広場、並びにこれに付属する設備、機器及び造作

等の一切をいう。 

（１５） 「定期借地権設定契約」とは、 甲を貸付人、乙【乙の構成員の全部又は一部】を借

受人とした、 民間用地の【一般／事業用】定期借地権設定契約をいう。 

（１６） 「整備及び売買契約」とは、公共施設棟等の整備及び売買について、甲と、乙【乙の

構成員の全部又は一部】の間で締結される公共施設棟等整備及び売買契約をいう。 

（１７） 「賃貸借契約」とは、乙が民間施設棟の一部に整備し甲が借り受ける、憩いの場・多

目的ホールに係る賃貸借契約をいう。 

（１８） 「役員」とは、会社にあっては会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員を

いい、会社以外の法人その他の団体にあっては会社の役員に準じる立場にある者をいう。 

（１９） 「代表事業者」とは、乙が複数者で構成される場合の、代表となる企業をいう。 

（２０） 「構成員」とは、事業者を構成する各企業をいう。 

（目的） 

第２条 甲及び乙は、甲が令和８年３月●日に公表又は配布した別紙１の募集要領により定め

た施設等の整備及び運営の条件、並びに乙が甲に提出した別紙２の旧こども家庭支援センタ

ー等跡地活用事業提案書（以下「提案書」という。）に基づき、乙が本件土地を活用し本事業

を推進することを目的とし、必要となる事項を本協定に定めるものとする。 

    ＜本件土地＞ 

地番 足立区東綾瀬一丁目５番１、２ 

地積 約７，３７６.６３㎡（実測） 

２ 乙は、本件土地を募集要領等で定めた本件建物等の整備・運営の条件並びに提案書で提案

した事項以外の目的に使用しないものとする。 

３ 甲及び乙は、信義に基づき誠実に協力して本事業を推進するものとする。 

（整備及び売買契約） 

第３条 甲及び乙は、公共用地【及び別棟用地】において乙が行う公共施設棟【及び別棟】の

整備、及び甲の公共施設棟【及び別棟】の買取り等に関する整備及び売買契約を締結し、乙

は、公共施設棟【及び別棟】を整備し、公共施設棟【及び別棟】の完成後、その所有権を甲

に移転し、甲は公共施設棟【及び別棟】の買取対価を乙に支払うものとする。 
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（定期借地権設定契約） 

第４条 甲及び乙【乙借地人】は、甲を借地権設定者、乙【乙借地人】を借地権者として、借

地借家法（平成３年法律第９０号。以下「法」という。）【第２２条に定める一般定期借地権

／第２３条第１項に定める事業用定期借地権】（以下、「本件借地権」という。）設定に関する

定期借地権設定契約を締結し、甲は、民間用地を乙【乙借地人】に有償で民間施設棟及び緑

地広場の建設用地として貸し付け、乙【乙借地人】はこれを借り受けるものとする。 

２ 乙は、定期借地権契約が終了するまでの期間は、民間施設棟において本事業を継続して実

施するものとする。ただし、天災、地変、事変など乙の責に帰すことができない事由により

本事業の継続が困難になった場合、または、定期借地権設定契約に定める原状回復期間につ

いてはこの限りでない。 

（賃貸借契約） 

第５条 甲及び乙は、乙が民間施設棟に整備する憩いの場・多目的ホールについて、乙を賃貸

人、甲を賃借人とする賃貸借契約を締結する。同契約に従って、乙は、公共施設棟等に係る

要求水準書等に基づき民間施設棟内に憩いの場・多目的ホールを整備し、賃貸借期間中は維

持管理するものとし、甲は、憩いの場・多目的ホールを賃貸借期間中借り受けるものとする。 

【本条は、憩いの場・多目的ホールを民間施設棟に整備する提案ではない場合は削除する】 

（本件建物等） 

第６条 本件建物等の概要は、下記の表の通りとする。 

    ＜本件建物等概要＞  

名称 建物構造・階 ●造・●階 

公共施設棟 用途 公共施設（保健センター、区民事務所、休日応急診

療所、子育てサロン、学童保育室） 

別棟（提案す

る場合） 

建物構造・階  ●造・●階  

用途  公共施設（憩いの場・多目的ホール） 

民間施設棟 建物構造・階 ●造・●階 

用途 【住宅・店舗等／店舗等】  
【合築提案の場合：公共施設（憩いの場・多目的ホ

ール）】 

緑地広場   

 

２ 本件建物等の概要は予定であり、諸官庁の指導により変更される可能性のあることを、甲

及び乙はあらかじめ承諾する。 

（本件土地の分筆等） 

第７条 乙は、本件土地について、乙の提案に基づき、公共用地、別棟用地および民間用地に

区分したうえで、測量および分筆を自己の費用負担により実施するものとする。 

２ 甲は、前項に基づく本件土地の分筆について、嘱託登記を行うものとする。 
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（スケジュール） 

第８条 甲及び乙は、以下のスケジュールに沿って本事業を進めるものとする。ただし、本事

業に関連する諸般の事情により、甲乙協議の上、変更することができるものとする。 

      ＜スケジュール＞ 

      ２０２６年１２月  本協定の締結 

      ２０２７年３月  事業契約の締結 

      ２０２【●】年【●】月  本件土地の引渡し・本件建物等の工事着工 

      ２０２【●】年【●】月以降 供用開始 

（本事業に係る業務分担） 

第９条 本事業に関わる、甲と乙の業務分担は、募集要領等の通りとし、募集要領等に定めの

ない内容については、甲乙協議の上、決定する。【グループの場合：代表事業者は、本事業が

円滑に実施されるよう代表事業者、構成員 1、、、及び構成員●の間の調整を行う。】 

（土地の引渡し日の変更） 

第１０条 甲は、本件土地の引渡し日について、乙と書面による合意をすることにより、引渡

し日を変更できるものとする。 

（提案内容の履行）  

第１１条 乙は、本件建物等の整備・運営にあたり、甲が募集要領等で定めた本件建物等の整

備及び運営の条件並びに乙が提案書で提案した事項について、その内容を誠実に履行しなけ

ればならない。 

（協定の存続期間）  

第１２条 本協定の存続期間は、本協定の締結日から定期借地権契約に基づく甲及び乙（乙の

構成員を含む。）のすべての債務の履行が完了する日までとする。 

２ 本協定の存続期間中に、本協定にて定める規定と抵触する内容の契約が締結された場合、

当該契約が優先するものとし、抵触箇所に限り本協定の規定は失効するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、本件借地権が、存続期間内に消滅した場合は、その消滅の日を

もって本協定の終了日とする。 

（事業実施にあたっての注意）  

第１３条 乙は、関係法令を遵守し、周辺住民の生活環境等を悪化させないように配慮して、

本件土地を活用するものとする。 

２ 乙は、甲又は周辺住民から本件建物等に関する相談や説明を求められた場合、提案書で提

案した事項の範囲内において、主体的かつ誠実にこれに応じるものとする。 

３ 乙は、建築資材廃棄物の排出抑制などの省資源対策、緑化・太陽光発電などの省エネルギ

ー対策等、環境への負荷の低減に十分配慮するものとする。 

４ 甲は、前各項に規定する内容が適正に運用されるよう、乙に助言するものとする。 

５ 乙が、本件建物等の整備に伴う土壌調査等のため、本件土地を引渡し日より前に使用する

場合は、甲及び乙【乙借地人】の間において、一時使用のための土地賃貸借契約を締結する

ものとする。ただし、本件土地に仮設校舎にて設置されている足立区立東渕江小学校の開校
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期間中は本件土地を使用することはできない。 

６ 乙は、本件建物等の基本設計図書及び実施設計図書（以下、総称して「本件設計図書」と

いう。）を甲に提出するものとする。本件設計図書が募集要領等及び提案書と整合がとれてい

ない場合には、乙は、自らの費用負担において本件設計図書を修正するものとする。甲は、

本項に基づき本件設計図書の提出を受けたことにより、本件建物等の設計業務の内容及び結

果について責任を負うものではない。 

７ 公共施設棟及び憩いの場・多目的ホールの事前協議、基本設計及び実施設計については、

乙の提案を基本としつつ、甲が関与する。 

８ 乙は、本件建物等の確認申請書を提出した場合、速やかに、その旨を甲に対して報告し、

本件建物等の確認がなされた場合、速やかに確認済証の写し及び実施設計図書を甲に対して

提出するものとする。また、乙は、完了検査が完了した場合、速やかに検査済証の写しを甲

に対して提出するものとする。 

９ 【合築を提案する場合】乙は、憩いの場・多目的ホールの維持管理業務について、本件建

物等の供用開始日までに、維持管理計画書を作成し、甲に提出するものとする。 

（代表事業者の義務）  

第１４条 代表事業者は、本事業が円滑に実施されるよう、甲と乙ないしは乙の構成員との調

整及び乙の構成員間の調整業務等を行う。  

（構成員の変更）  

第１５条 本協定締結時から、本事業において締結予定の事業契約が締結されるまでの間に、

乙又は乙の構成員が、募集要領に規定する「応募資格」を欠く事態が生じた場合には、甲は、

事業契約の全部若しくは一部を締結せず、又は、何らの催告なく、本協定、事業契約の全部

若しくは一部を解除することができる。 

２ 乙は、前項に基づく解除等に関し、損害が発生しても損害賠償ないしは補償、追加費用そ

の他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。 

３ 第１項の場合であっても甲がやむを得ないと認めた場合は、乙は、甲の承認を条件として

「応募資格」を欠く構成員の変更ができるものとする。ただし、代表事業者の変更は認めら

れない。 

４ 前三の規定にかかわらず、代表事業者を除く構成員の変更に関し、新たに構成員になろう

とする企業等が「応募資格」を満たしている場合は、乙は、甲の承認を条件として構成員の

変更ができるものとする。 

（契約上の地位等の移転）  

第１６条 乙は、本協定及び事業契約等の関連契約に別段の定めがある場合を除き、甲の承諾

がない限り、本協定及び事業契約等の関連契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡

移転し、又は担保設定その他の処分をしてはならない。 

 （本事業の履行）  

第１７条 乙は、募集要領等に定める各事項を遵守し、事業提案書等及び関係法令に従って本

事業を実施する。  

２ 乙は、社会環境・情勢等の変化等により、やむを得ず変更の必要が生じた場合で、書面に
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より甲の事前承認を得た場合を除き、事業提案書等の内容を変更することはできない。 

３ 甲は、乙に対し、公共公益上必要と認める場合は、合理的な範囲内で事業提案書等の内容

の変更を求めることができる。 

４ 甲及び乙は、本協定締結後、本協定の内容を踏まえて、速やかに、事業契約の締結に向け

て協議を行い、その後、借地借家法（平成３年法律第９０号。以下「借地借家法」という）

【第２２条／第２３条第１項】に定める定期借地権設定契約を締結したときに、公正証書に

より令和●年●月●日をもって定期借地権設定契約の効力を発生させること、及び基本契約、

公共施設等整備・売買契約及び賃貸借契約を締結したときにこれら契約の効力を発生させる

ことを確認する。 

５ 事業契約は、令和●年●月●日までに締結するものとする。 

６ 乙は、甲が行う本事業に関する住民説明や、議会対応などに関し、甲の要請があった場合

は、これに応じて協力しなければならない。 

（地元説明会等） 

第１８条 乙は、乙が事業提案書等で提案した方法等に基づき、自らの費用で、本事業の実施

に係る地元説明会を実施するものとする。 

２ 乙は、甲との共催で、憩いの場・多目的ホールの運営方法等について、地元住民を対象と

した意見交換会（憩いの場・多目的ホールにおける施設の運営に関するワークショップ）を

開催するものとする。 

３ 乙は、前二項に定めるもののほか、必要に応じて本事業の実施に係る説明資料の作成、印

刷、配布を行うものとする。 

４ 本条第１項の地元説明会、本条第２項の意見交換会の実施方法は、甲と乙の協議により定

めるものとする。 

（協定の解除等） 

第１９条 甲は、乙が次に定める事項に該当すると認められる場合は、本協定を解除すること

ができる。ただし、甲が必要であると認めた場合には、乙は、あらかじめ甲と事業の継続方

法等について協議を行わなければならない。 

（１） 本事業の事業者募集への参加資格確認及び提案書の受付に際して虚偽の記載をした場

合 

（２） 乙が本協定で定める債務を履行せず、かつ甲が催告をしても履行がされる見込みがな

いと甲が判断した場合 

（３） 事業契約の一部または全部が解除となった場合 

解除とならない事業契約の範囲において本事業の目的を達することができる等の場合

は、本協定の存続について、甲と乙は、協議を行うことができる。 

（４） 乙が本協定で定める債務の全部又は一部を履行できない場合 

（５） 乙が支払不能を表明した場合、解散若しくは営業停止、民事再生手続きの申立て（自己

申立てを含む）、破産手続き開始、会社更生手続開始、会社整理の開始、又は特別清算開

始の申立て（自己申立てを含む。）その他これに類する法的倒産処理手続の申立てがあっ

た場合、手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

（６） 事業譲渡の決議がされた場合、強制執行の申立て、競売申立て、仮処分の申立てを受け

た場合 
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（７） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当した場合 

（８） 足立区暴力団排除条例（平成２４年１０月２５日 条例第３７号）第２条第１号及び

第２号に規定する暴力団員等又は第３条第２号に規定する暴力団密接関係者に該当する

と認められた場合 

（９） 合理的な理由なく、乙が本協定の終了を申し出た場合 

２ 前項の規定により甲が本協定を解除した場合、次に定めるとおり取り扱う。 

（１） 本件建物等の竣工前に本協定を解除した場合、甲乙間で本件建物等の取扱いについて

協議を行うものとする。 

（２） 前号で定める協議において、本件建物等の施工状況等から判断して、本件土地を原状

回復した上での返還が妥当であると甲が判断した場合は、乙が本件土地を自らの費用で

原状回復するものとし、乙が本件建物等を甲へ無償譲渡することが妥当であると甲が判

断した場合は、乙が所有する本件建物等の本件土地上の建物、工作物を甲へ無償譲渡する

ものとする。 

（３） 本件建物等の竣工後から定期借地権設定契約期間満了に伴う原状回復のための除却工

事に着手するまでに本協定が解除された場合、民間用地を原状回復した上での返還が公

益上有利であると甲が判断した場合は、乙が民間用地を自らの費用で原状回復するもの

とし、乙が民間施設棟を甲へ無償譲渡することが公益上有利であると甲が判断した場合

は、乙は民間施設棟を甲へ無償譲渡するものとする。 

（４） 原状回復のための除却工事に着手後に本協定が解除された場合、乙が民間用地を自ら

の費用で原状回復するものとする。 

３ 第１項の規定により甲が本協定を解除し、かつ事業契約が解除された場合、乙が負担した

設計費用、建設費等、必要経費その他一切の費用を甲は負担しない。 

４ 本事業が中止され、又は本協定若しくは事業契約が解除された場合、乙は、以後、甲が本

件土地において実施する事業への参加及び提案を行うことができないものとする。ただし、

当該中止若しくは解除の要因が甲の責めに帰すべき事由による場合、又は第２４条第２項の

規定により中止された場合のうち不可抗力によるものであって乙の対応が適切であったと甲

が認める場合は、この限りではない。 

（秘密保持） 

第２０条 甲及び乙は、本事業に関して知り得たすべての情報について守秘義務を負い、当該

情報を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本事業の目的以外に使用してはならない。た

だし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。 

（１） 公知の情報である場合 

（２） 甲及び乙が守秘義務の対象としない情報であることを承諾した場合 

（３） 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合 

（４） 被開示者が独自に開発した情報として書面等の記録で証することができる場合 

（５） 裁判所その他官公署によりその権限に基づき開示が命ぜられた場合、及び甲が足立区

情報公開条例（平成１２年条例第９１号）に基づき開示を求められて適法に開示する場

合 

（６） 弁護士その他本事業にかかるアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合。ただ

し、法律上の守秘義務を負う者には、重ねて守秘義務を課すことを要しない。 

（７） 本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う
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場合 

（８） その他法令に基づき開示する場合 

２ 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び資料等に記載

された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報（以下、本条において、これらを

総称して「個人情報」という。）を、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

及び足立区個人情報保護法施行条例(令和４年１２月２２日 条例第５０号)を遵守して取扱

う責務を負う。 

３ 前項に定めるほか、乙は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、甲の指示

に従う。 

４ 乙は、その役員、従業員、代理人又はコンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を

提供している金融機関又は協力法人に対し、第１項及び第２項の義務を遵守させるものとし、

そのための適切な措置を講じるものとする。 

５ 本条に定める乙の義務は、本協定終了後も存続し、乙の役員、従業員、代理人若しくはコ

ンサルタント、出資者、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力法人がその

地位を失った場合であっても免れない。 

（証拠金） 

第２１条 乙は、本協定の締結と同時に、甲に対して、証拠金として、乙が「旧こども家庭支

援センター等跡地活用 事業者募集 提案書」において提案した民間用地に係る土地貸付料に

基づき毎月支払う額（以下「月額貸付料」という。）の１２倍に相当する額を支払うものとす

る。 

２ 乙は、前項に定める証拠金を本協定締結と同時に支払わない場合、未払金につき、本協定

の締結日の翌日から支払日までの日数に応じ、遅延金として、契約金額に政府契約の支払遅

延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき、財務大

臣が決定する率（１年３６５日の日割計算）の割合で計算した金額（１００円未満切り捨て）

を甲の発行する納入通知書により、その指定する納付期限までに、その指定する方法で遅滞

なく甲に支払わなければならない。 

３ 甲は、前項の証拠金を、無利息で保管し、乙との間で公正証書による定期借地権設定契約

を締結した際に、同契約における保証金の一部として充当する。 

４ 乙は、第１項の証拠金を放棄して本件協定を解除することはできない。 

５ 乙は、第１項の証拠金の返還請求権を、第三者に譲渡し又は質権その他の担保に供するな

ど処分することはできない。 

６ 甲は、証拠金を、第２２条に規定する違約金及び第２３条に規定する損害賠償に充当する

ことができる。 

（違約金） 

第２２条 乙は、事業契約締結までに第１９条第１項により本協定が解除された場合は、当初

の月額貸付料の額の１２倍に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払う。 

２ 乙の責めに帰すべき事由により、第８条に定める事業契約の締結期限日までに事業契約が

締結されなかったとき又は乙が合理的な理由なく事業契約の締結を拒んだとき、甲は、当初

の定期借地権設定契約に規定する土地貸付料（月額）の額の１２倍に相当する額を乙【乙借

地人】に請求することができる。 



9 

３ 前二項に定める違約金は、第２３条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しては

ならない。 

４ 乙を構成するすべての構成員は、第１項及び第２項の違約金の支払いについて、連帯して

責任を負うものとする。 

５ 第１項に基づく違約金の支払いは、乙に対し、本協定を任意に解除し、又は第１１条に規

定する提案内容の履行を免れる権利を付与するものではない。  

（損害賠償） 

第２３条 乙は、次に定める場合において、甲に損害があるときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない 

（１） 乙が本協定に定める義務を履行しない場合 

（２） 甲が第１９条第１項の規定により本契約を解除した場合 

２ 前条第１項の場合で甲に違約金を上回る損害があるときは、乙を構成するすべての構成員

は、当該損害賠償について連帯して責任を負うものとする。 

（本事業の変更・中止） 

第２４条 甲及び乙は、天災地変、関係法令の制定・改正・廃止、地元説明等の状況や地域の

意向、関係官公庁の指導等、やむを得ない事由が生じ、本事業の計画変更または本事業を中

止せざるを得ないような場合には、本事業の継続について協議するものとする。 

２ 前項の協議の結果、本事業の中止が決定された場合、甲及び乙は、互いに何等の損害賠償

請求を行わない。 

（誠実協議）  

第２５条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定書に関し疑義が生

じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。  

（準拠法及び管轄裁判所） 

第２６条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争に

つき、第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。 

 

以上の証として 本基本協定書を○通作成し、甲並びに乙（グループの場合は代表事業者及び

その他の構成員）がそれぞれ記名押印の上、それぞれが各一通を保有する。 

 

以下余白 
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    令和   年   月   日 

 

甲  住  所   東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

名  称   足立区 

代 表 者   区 長    近藤 弥生 

 

乙  （代表事業者） 

住  所   ●●●● 

名  称   ●●●● 

代 表 者   ●●●● 

 

（構成員１） 

住  所   ●●●● 

名  称   ●●●● 

代 表 者   ●●●● 

 

（構成員２） 

住  所   ●●●● 

名  称   ●●●● 

代 表 者   ●●●● 
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別紙１ 募集要領 

別紙２ 公共施設要求水準書 

別紙３ 図面集 

別紙４ 旧こども家庭支援センター等跡地活用事業提案書 


